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2023 年度第 1 回世話役会議事録 
 

開催日時：2023 年 2 月 5 日(日) 14:00-16:50 於：Skype 会議 

出席者（敬称略）： 石塚(1969 天写)、中島(1970 太陽)、鈴木(1971 流星)、 

小澤(1973 新天)、川井(1977 惑星)、松岡(1977 太陽)、 

金子(1978 流星)、飯塚(1978 流星)、河﨑(1979 新天)、 

今村(1986 太陽)、佐野(1991 惑星)、井上(2004 惑星)、 

齋藤(2019 神話)、北岡（1981 天写、書記） 

 

1.齋藤さん紹介（川井会長） 

 川井会長より今回の世話役会から参加されている 4 月から新世話役に就任される斎藤

さん紹介が紹介され、齋藤さんが挨拶を行った。 

急用が入り途中より参加された。 

 

2.書記に関して（松岡副会長） 

 今後の世話役会書記に関して松岡副会長より提案があり以下の内容が了承された。 

・持ち回り制とする。 

・録画、録音しない。 

・会議中に議事録作成、確認で議事録完成させる。 

《理由》 

・特定の人に偏るのを避けるため。 

・議事録に掛ける時間の短縮、無駄の撲滅。 

本年度も昨年同様に上記の通りとする。 

全員賛成 可決 

 

3.議事録に関して（松岡副会長） 

 議事録の記載の仕方について松岡副会長より提案があり別紙 1 ̲ 1.「議事録に関する申

し合わせ」の内容が承認された。 

・付帯意見 

・全員承認 

 

4.足柄観測所視察報告（川井会長） 

 川井会長より以下の通り足柄観測所の視察報告がなされた。 

〜 処理の時系列〜 

①2022 年度 OB 負担分の現役への費⽤⽀払い 2022.12.12(月) \3750 

②足柄観測所のドーム,機器(鍵含む)の移管手続き 2022.12.11(日) （別紙 2.参照） 

③足柄観測所視察 2022.12.18(日) （別紙 3 参照） 

〜 今後の事〜 

A）機器はとりあえず使えるがかなり老朽化している。 

観測所として使⽤不適とのことから、当⾯川井会長の管理下に置く。 

B）観測所のカギの管理が明確になっていないので現在のカギをどうするのか 

理想的には新しいものとして一元管理が好ましいが、明治との関係もあり検討が必要。 

C）将来的(4 年以内)には撤去が必要となるのでどのようなタイミングで撤去するのか 

明治との協議の上方向を定める。 

＊昨日、河﨑さんから早期撤収すべきとのメール DM でいただきました。 
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→明治天文部 OB 会もドーム、赤道儀使⽤しているので、TUD OB 会の勝手な理由

で撤収出来ない。 

我々は明治天文部 OB 会の観測所を間借りしている(居候の)身で有る事を認識す

べき。 

 

5.足柄観測所視察⽀払いの件確認（川井会長） 

 足柄観測所視察に関わる費用の支払いについて川井会長より会計に対して処理に関す

る説明が求められた。 

・OB 総会で上記⽀払いは承認されており、ML で視察報告したが現在会計からは未払い

状態にあり状況の説明を求めた。 

→ 会計飯塚さんより以下の説明がなされた。 

飯塚さんの資料を松岡副会長が代行で説明された 

 （添付資料 2023 年度第一回世話役会・議題 5 説明資料・会計飯塚）参照の事 

   会計内規第 16 条により領収書が無くても金額がわかるものを提示していただけ 

れば実費を支払う。 

 

6.その他議題（川井会長、松岡副会長） 

 その他の議題として以下内容が取り上げられた。 

①現役⽀援（川井会長） 

タイムリーな TUD 現役⽀援の為には TUD 現役生の現状を常に知って居る必要有。 

 

②若返り活動（川井会長） 

本年度の若返り活動の重点項目、実行案を立案して実行できるようにする。 

活動を促進する中心メンバーの確認、具体的な方策等（行為、日程など）の具現化。 

野島さん、井上さん中心に活動いただく 

中堅 OB は佐野さんが中心 

 

③委任制度（松岡副会長） 

      世話役の会委任制度について松岡副会長より提案があり別紙 1_2 委任制度 
の内容説明➡継続審議。継続審議につき添付資料を一部非公開とする。 

・付帯意見 

新 OB が土日の世話役会に出られない可能性が高い。 

チャット方式がいいか。 

出席できない人の意見をうまく反映したい。 

本日は次回の世話役会までに提案する事で審議終了 

 

④全体メールに関する制約（松岡副会長） 

 全体メールに関する制約について松岡副会長より提案があり別紙 1_3.「全体メール

に関する制約」の内容説明。一部変更で審議を進める。継続審議につき添付資料を

一部非公開とする。 

・付帯意見 

質問、要望も禁止にするのはいかがなものか？石塚さんより 

質問要望等は Admi に送ってもらい世話役会で判断する。 

文言は後日検討する。 
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⑤会員資格問題（松岡副会長） 

会員資格問題について松岡副会長より説明があった。（別紙 1_4.参照） 

今すぐに処理する問題ではないが、総会に向け 1 年程度かけて議論して結論づけて

いくべきとの考えが示された。 

・付帯意見 

継続審議につき添付資料を一部非公開とする。 

 

 

 

以上 


